
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つの調節装置（１４）によって互いに関して移動させることができる、シ
ートコンポーネント（１０）及び背もたれ（１２）を備え、各前記調節装置（１４）は、
バータイプの支持フレームワーク（１８）を介して少なくとも部分的に互いに接続された
複数の可動ジョイント（１６）を有し、前記支持フレームワーク（１８）は、航空機又は
キャビンデッキに関して直角にシートコンポーネント（１０）を位置決めする個々のバー
部（２６、３０、３２、３６、４０）を有し、前記シートコンポーネント（１０）を最初
の位置（Ｉ）から少なくとも一つの他の位置（ II、 III ）へ移動させることができるよう
に及び前記シートコンポーネント（１０）を前記他の位置（ II、 III ）から前記最初の位
置（Ｉ）へ移動させることができるように、前記支持フレームワーク（１８）は、作動装
置（２０）によって移動し、前記複数の可動ジョイント（１６）は、バータイプの支持フ
レームワーク（１８）の角点（２２）において少なくとも部分的に取り付けられており、
前記背もたれ（１２）と前記シートコンポーネント（１０）の間の移行領域（２４）にお
いて少なくとも一つの可動ジョイントが設けられている、乗物シートにおいて、
　前記移行領域（２４）における前記各可動ジョイント（１６）は、前記シートコンポー
ネント（１０）に沿って長手方向に延びている前記上側バー部（３０）の一端と、別の後
バー部（３６）の一端の両方に接続されており、前記上側バー部（３０）の他端は、別の
可動ジョイント（１６）によって別の前バー部（４０）に接続され、前記後バー部（３６
）及び前記前バー部（４０）は、前記シートコンポーネント（１０）を少なくとも部分的
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に床に関して直角に位置決めし、少なくとも前記前バー部（４０）又は前記後バー部（３
６）の長さを調節することができることを特徴とする乗物シート。
【請求項２】
　前記バータイプの支持フレームワーク（１８）は、長さを調節しうる少なくとも一つの
バー部（２６）を有し、前記バー部（２６）は、前記シートコンポーネント（１０）の領
域内の上側強固バー部（３０）と前記バータイプの支持フレームワーク（１８）内の下の
下側強固バー部（３２）との間に配置されたアクチュエータ（２８）と相互作用すること
を特徴とする請求項１に記載の乗物シート。
【請求項３】
　長さを調節しうる前記後バー部（３６）は、作動要素を有するアクチュエータ（２８）
が別の可動ジョイント（１６）によって係合する調整部（３８）を有し、前記アクチュエ
ータ（２８）の対向端部は前記下側バー部（３２）の可動ジョイント（１６）に接続され
、前記下側バー部（３２）は、前記前強固バー部（４０）によって前記上側バー部（３０
）の割り当てられた可動ジョイント（１６）に接続されていることを特徴とする請求項１
又は２に記載の乗物シート。
【請求項４】
　前記調整部（３８）及び前記アクチュエータ（２８）は、ピストンシリンダユニットか
らなり、前記調整部（３８）には、好ましくは減衰装置が設けられており、前記アクチュ
エータ（２８）は空気式で作動させうることを特徴とする請求項３に記載の乗物シート。
【請求項５】
　前記バータイプの支持フレームワーク（１８）は、台形状で少なくとも最初の位置（Ｉ
）に位置し、前記台形の二つの基線は前記強固なバー部（３０、３２）からなることを特
徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の乗物シート。
【請求項６】
　前記シート乗員用のリクライニング位置としての斜めに延びているリクライニング面（
４４）を得るように、前記背もたれ（１２）は、前記バータイプの支持フレームワーク（
１８）の回動運動によって、強制的に案内されて前記シートコンポーネント（１０）の傾
斜に追従することを特徴とする請求項 に記載の乗物シート。
【請求項７】
　同様に案内されるレッグレスト（４６）は、前記シートコンポーネント（１０）及び前
記背もたれ（１２）の運動に追従し、前記斜めに延びているリクライニング面（４４）を
下方に延ばすことを特徴とする請求項 に記載の乗物シート。
【請求項８】
　少なくとも一つの他の快適位置（ II）を前記最初の位置（Ｉ）と前記リクライニング位
置（ III ）の間で調節することができ、前記後シートコンポーネント面は、前記前シート
コンポーネント面に関して下降させられることを特徴とする請求項 ～ のいずれか１項
に記載の乗物シート。
【請求項９】
　前記調節装置（１４）は、

シートを使用するためにその場で側シートコンポーネント（５
２）などの他のシートコンポーネントと交換可能なモジュール式コンポーネントとして形
成され とを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の乗物シート。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の属する技術分野
　本発明は、少なくとも一つの調節装置によって互いに関して移動させることができる、
シートコンポーネント及び背もたれを備え、各調節装置は、バータイプの支持フレームを
介して少なくとも部分的に互いに接続された複数の可動ジョイントを有し、支持フレーム
は、航空機又はキャビンデッキに関して直角にシートコンポーネントを位置決めする個々
のバー部を有し、シートコンポーネントは、最初の位置から少なくとも一つのさらなる位
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置へ移動させることができるように、及び、このさらなる位置から最初の位置へ移動させ
ることができるように、支持フレームは、作動装置によって移動し、可動ジョイントは、
バータイプの支持フレームの角点において少なくとも部分的に取り付けられており、背も
たれとシートコンポーネントの間の移行領域において少なくとも一つの可動ジョイントが
設けられている、特に航空機乗員シートなどの シートに関する。
【０００２】
従来の技術
例えばフェリーなどの船の旅行も含む長距離飛行に伴う特に非常に長い旅行において、航
空機又はフェリーの旅行用品商の一般的な目的は、輸送されるシート乗員及び乗客の快適
さを増すことである。特にファーストクラス及びビジネスクラスの領域の顧客は、シート
が快適であることを望んでいる。したがって、長距離飛行の後に目的地に着いた時に疲労
をなくすために、移動時間を例えば有意義な休息又は睡眠のために利用したい乗員の希望
を取り入れる傾向がある。
【０００３】
独国特許第６７５９８２号には、いわゆるガイドロッド平行四辺形に似たバータイプの支
持フレームを有する一般的な航空機シートが開示されている。このガイドロッド平行四辺
形により、垂直方向に調節することができる航空機パイロットシートを調節することがで
き、シートは、飛行方向と横断して取付られた軸線回りで回動可能であり、同時に、各垂
直方向又は長手方向の設定時に横断軸線回りで別個に長手方向の調節ができる。それゆえ
、従来の解決方法の場合において、上側強固バー部は、可動ジョイントを介してシートコ
ンポーネント及び背もたれと接続されている。従来のバータイプの支持フレームの下側強
固バー部は、シートレールの長手調節装置から、背もたれの後領域が可動ジョイントによ
って係合させられた他のバー部へ背もたれと平行に延びている。下側強固バー部は、さら
に、端側で下側バー上に取り付けられた可動ジョイントによって、示した構造の構成要素
に接続されている。従来のバータイプ支持フレームを使用すると、パイロットのシートの
寸法が増大してしまい、クランプして据え付け状態で航空機のキャビン領域で使用するこ
とはそれほど合理的でない。さらに、調節の選択肢が非常に狭い範囲のみで設けられるよ
うに、バータイプの支持フレームはパイロットシートの可動シートコンポーネントと係合
する。また、航空機パイロットがいかなる時にも望まない選択肢である、例えばスリーピ
ング又はリクライニング位置の選択肢も排除される。特定の具体的な構造についての結果
では、従来のバータイプの支持フレームは、衝突時にシート構造にもたらされる力を吸収
することができない。したがって、衝突時の構造の欠陥が予測される。
【０００４】
逆に、後で発行された欧州特許第１０７４４６８号には、背もたれの上側、シートコンポ
ーネント及びレッグレストがほぼ水平なリクライニング面を形成するリクライニング位置
及びスリーピング位置を含む、異なる位置をとることができる、顕著に改良された航空機
乗員シートが開示されている。この解決手段の場合、作動装置によって背もたれを回動さ
せるために種々の位置に伸縮させられうる、長手方向に調節可能なバー部は、背もたれの
下側３分の１と係合している。
【０００５】
さらに、この解決手段では、可動ジョイントとシートコンポーネントの間の移行領域にお
いて背もたれをシートコンポーネント上に可動ジョイントを介して取り付けることができ
る。移行領域における各可動ジョイントは、多少水平に延びている長手方向ガイド内にお
いて移動可能であり、航空機乗員シートの肘掛けの構成要素で構成されている。この構成
要素は、静止するように取り付けられる時、両側において、別な方法で種々の位置に調節
されうる乗員シートの長手側面の範囲を定める。もし別の作動機構が、端側でキャビンの
デッキにヒンジ留めされかつ前領域でシートコンポーネントの底にヒンジ留めされる、前
バー部と係合し、したがって、前バー部が回動するならば、シートは個々の位置に位置し
、関連の長手方向ガイドによって肘掛けに沿って押される。その結果、欧州特許出願に開
示されている解決手段は、いかなるバータイプの支持フレームも利用しておらず、むしろ

10

20

30

40

50

(3) JP 4005366 B2 2007.11.7

乗物



、移動工程のための強制的な案内に依存している。後領域における背もたれの下側３分の
１と係合する、後の可変長バー部を対角に取り付けた結果、後ろに隣接したシート乗員の
脚領域が干渉されない又は損傷しないように、別個のカバーを介して可動コンポーネント
を留める必要があるので、大きな空間が使用される。
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、乗員の利便性及び座り心地についての高まる要求を満た
し、かつシステムが構造的空間をほとんど取らず、かつ衝突安全性についてのより厳重な
要求を満たすために、従来のシートシステムをさらに改良することである。このように記
載した目的は、請求項１全体で記載された特徴を備えた 乗員シートによって得られる
。
【０００７】
請求項１の特徴部分によれば、各可動ジョイントは、移行領域において、シートコンポー
ネントに沿って延びている上側バー部の一端と、別の後バー部の端部に接続され、上側バ
ー部の他端は、別の可動ジョイントを介して別の前バー部に接続され、後バー部及び前バ
ー部は、床に関して少なくとも部分的に直角にシートコンポーネントを位置決めし、少な
くとも前バー部又は後バー部は長手方向に調節可能であり、可能な移動の数、したがって
、従来の解決手段に関する自由度は、導入される可動ジョイント及びバータイプの支持フ
レームのバー部の数の関数として顕著に増加し、シートコンポーネント及び背もたれを非
常に広い範囲で位置決めすることができる。この解決手段では、強固でありかつ長手方向
に部分的に調節可能なバーを有するバータイプの支持フレームは、移動コンセプト全体に
ついての案内の機能を排他的に取り、調節性を本質的に制限するさらなる強制された案内
は、全体的に放棄することができる。
【０００８】
　さらに、特許請求されたシートの移動により、コンポーネントを最初の位置に関して下
降させるように、シートコンポーネントをさらなる位置の少なくとも一つに進行方向に移
動させることができ、シートコンポーネントは、シート乗員のためのリクライニング位置
に位置するように、傾斜位置に位置する。この工程では、バータイプの支持フレームが回
動運動する結果、斜めに延びているリクライニング面全体がシート乗員用のリクライニン
グ位置として実現されるように、背もたれがシートコンポーネントの傾斜に自動的に追従
する。したがって、 又は航空機乗員シートの別の従来の機能は、休息又は睡眠用のフ
ルスリーピング領域の機能に変えられる。この工程において、バータイプの支持フレーム
によって案内されるレッグレストは、シートコンポーネント及び背もたれの移動に自動的
に追従する場合、斜めに延びている関連のリクライニング面は、足領域へ下方へ延び、前
述のスリーピング領域を完成することができる。バータイプの支持フレーム全体がシート
コンポーネントのほぼ下に位置するので、本発明の特許請求された解決手段は、構造的な
空間を浪費せず、この点において、航空機等において存在する狭い据え付け空間の条件下
で特に良好に適している。バー部を有するバータイプの支持フレームを製造すると、特に
、背もたれが完全に直角である基位置において、任意の衝突力がシートにもたらされる場
合に、バータイプの支持フレームの部分が離出する又はシートコンポーネントが崩壊して
固定バータイプの支持フレームによって離されたままであることなく、力が確実に吸収さ
れ、 床又はキャビンデッキに逸らすことができることをバーコンポーネントと共に
保証する、小型の構造ユニットを生じる。
【０００９】
　好ましくは、最初の位置とリクライニング位置の間で、後シートコンポーネント面が前
シートコンポーネント面に関して下げられる、少なくとも一つの他の快適位置を調節する
ことができる。これは、例えば弛緩作用の助けとなり、したがって、シートコンポーネン
トを有する前側休息領域にある足のストレスが上昇位置によって軽減される。示している
調節工程は、いくつかのコンポーネントのみで経済的に実施することができ、本発明で特
許請求された シートは、経済的に製造できかつ構造的に軽く、特に航空機において使
用され、不必要な重量を避ける役割を有する。
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【００１０】
　この用途の本発明において特許請求された シートは、航空機乗員シートとしての用
途に限定する必要がなく、例えばフェリーなどの乗員用船の運転、又は、列車やバスなど
の他の態様の において使用することができる。
【００１１】
　好ましくは、使用されるアクチュエータは、空気式で駆動されて調節装置のための運動
を生じ、選択的に、シート要素の互いに関する調節の過渡工程は、空気ダンパを有するピ
ストンシリンダユニットによって緩和される。さらに、本発明の特許請求された シー
トの一つの好適な実施例において、シートコンポーネント及び背もたれを少なくとも備え
た調節装置は、モジュール式コンポーネントとして形成することができる。このモジュー
ル式コンポーネントは、シートの側部などの他のシートコンポーネント要素や、例えば航
空機内においてその場での一種のパレット搬送を介して次なるシートの使用のための肘掛
けなどにおいて形成することができる。これは、例えば意図するシート数を同じ領域で増
やす場合、本発明において特許請求された高級な シートは、拡張したリクライニング
位置なしで従来のシートに変更することができるという利点も有する。さらに、シートコ
ンポーネント及びより激しく磨耗する背もたれは、清掃又は修理することができ、例えば
、新しいカバー材料を備えてもよい。一方、磨耗しにくい又は汚れにくくかつ技術用語で
コンパートメントと呼ばれるシートコンポーネントを例えば航空機などの各 内に配置
することができ、非常に短い時間で、シートコンポーネント及び背もたれを有する新しい
又は修繕した調節装置を備えうる。
【００１２】
　本発明において特許請求された シートについての一実施例を用いて航空機の乗員シ
ートを参照して以下に詳細に説明する。図面は略図的に示され、一定比では描かれていな
い。
【００１３】
発明の実施の形態
図１～３に示すように、航空機の乗員シートには、シートコンポーネント１０と背もたれ
１２とが設けられている。ここでは詳細に説明しない従来の方法で、シートコンポーネン
ト１０及び背もたれ１２の両方は、対応のカバーと、経済的に有利な座席形状とを有する
。シートコンポーネント１０及び背もたれ１２の両方は、全体として１４で示されている
調節装置によって、互いに関して移動することができるように保持されている。調節装置
１４は、全体として１８で示されているバータイプの支持フレームワークによって互いに
接合されたいくつかの可動ジョイント１６を有し、可動ジョイント１６は、シートコンポ
ーネント１０と当接し、作動装置２０によって、特に回動運動の形態で、進行方向に移動
し、シートコンポーネント１０は、図３に示す最初の位置Ｉから他の二つの位置 II及び II
I に移動させることができ、運動の方向を反転させることによって、シートコンポーネン
ト１０を再び最初の位置Ｉに戻すことができる。
【００１４】
図２で特に示すように、バータイプの支持フレームワーク１８の四つの角点２２上におい
て四つの可動ジョイント１６があり、背もたれ１２とシートコンポーネント１０の間にあ
る移行領域２４において、少なくとも一つの可動ジョイント１６がある。当該移行領域２
４において、示されている一つの可動ジョイント１６は、シートコンポーネントの取付具
等やシートコンポーネントの部品と係合することができる。このシートコンポーネントの
取付具等は、シートコンポーネント１０と背もたれ１２の間で、所望の調節移動において
強制的に案内する。
【００１５】
バータイプの支持フレームワーク１８は、長さが調節可能であり、かつアクチュエータ２
８と相互作用するバー部２６を有する。アクチュエータ２８は、図２において線で見られ
るように、好ましくは、空気ピストンシリンダユニットの形態であり、上側の強固なバー
部３０と、上側バー部３０の下にある、バータイプの支持フレームワーク１８内の下側の
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強固なバー部３２との間において斜めに延びている。上側の強固なバー部３０は、シート
コンポーネント１０内に嵌め込まれ、このようにシートコンポーネント１０の周縁に詰め
込まれている。しかしながら、このシートコンポーネント１０の延伸によって、可動ジョ
イント１６と、割り当て可能なバータイプの支持フレームワーク１８は、自由な所望の移
動時に妨げられない。上側の強固なバー部３０と同様に、下側の強固なバー部３２は、そ
の長さを調節又は変化させることができない。下側のバー部３２は、航空機のデッキの部
分に接続された従来のシートレール３４によって、航空機の乗員シートをデッキ領域に対
して直角に位置決めするために使用されている。正面の端部において上側のバー部３０の
延長部において、シートコンポーネント１０との連結ポイント３５としての別の可動ジョ
イント１６がある。
【００１６】
バータイプの支持フレームワーク１８は別の背バー部３６を有する。この背バー部３６は
、その長さを調節することができ、バー部２６の形態の作動部を有するアクチュエータ２
８が別の可動ジョイント１６によって係合する調整部３８と相互作用する。示されたアク
チュエータ２８の反対の端部は、下側の強固なバー部３２の前可動ジョイント１６に接続
されている。下側バー部３２のこの可動ジョイント１６は、別の強固な前バー部４０によ
って、上側バー部３０の割り当てられた、下の可動ジョイント１６にヒンジ留めされてい
る。この前バー部４０の上側の強固なバー部３０への連結は、バータイプの支持フレーム
ワーク１８の前側の上側角点２２を保持する可動ジョイント１６によって行う。しかしな
がら、調整部３８は、アクチュエータ２８と同様に、本実施例では空気制御装置を有し、
シートをバータイプの支持フレームワーク１８で調節する時に望ましくない振動運動を打
ち消す。従来技術におけるこの種の制御装置及びピストンシリンダユニットは、車両シー
トの領域における調節手段として公知であるので、本明細書では詳細に記載しない。
【００１７】
　全体的に１８で示されるバータイプの支持フレームワークは、全体的に１４で示される
調節装置と同様に、 シート要素と容易に係合することができる。しかしながら、図２
に示すように、特に図面の平面の前後における連続的な構成において、記載した構成が、
例えば、シートの二つの長手縁の領域において、二回以上一致して存在し、クロスバーと
一致して連続して配置される可動ジョイント１６を留めることによって、一つのバータイ
プの支持フレームワーク１８（詳細に説明しない）が一度にアクチュエータ２８によって
中央位置から作動させることができる。バータイプの支持フレームワーク１８が横断方向
、それゆえ、シート面の横断方向に続き、シート構造の留めの一助となれば有利である。
バータイプの支持フレームワーク１８の示されているバー部分は、バー状又は管状である
必要がないが、例えば、アルミニウムダイカスト材料等の幾何学的形状の支持部材からな
りうる。
【００１８】
図２に示すように、航空機の乗員シートの最初の位置Ｉでは、バータイプの支持フレーム
ワーク１８は台形状となるように作られており、この台形の二つの基線は、互いに平行に
延びており、上側の強固なバー部３０と下側の強固なバー部３２で形成されている。互い
に平行でない台形の辺は、バー部４０と、調整部３８を有するバー部３６とで形成される
。入れ子式バー部２６によってアクチュエータ２８を調整部３８のハウジングに係合する
ために、バー状三角レシーバ４２が使用され、このレシーバ４２には、自由端において、
バー部２６への移行のための可動ジョイント１６が設けられている。最初の位置Ｉにおい
て、シートレール３４又は航空機の取り付けデッキに向かう調整部３８を有する後バー部
３６は９０°の角度を含む。逆に、アクチュエータ２８を有するバー部２６と水平のシー
トレール３４又はデッキの間の角度は約３０°である。
【００１９】
好ましくは、シートの乗員がシート調節を行うために詳細に説明しない作動装置を介して
アクチュエータ２８を作動開始する場合、空気圧により、バー部２６がアクチュエータ２
８内に引かれ、その結果、バー部４０と、調整部３８を有するバー部３６は、バータイプ
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の支持フレームワーク１８のシートレール３４への移行領域内の下側可動ジョイント１６
回りで反時計回りに回動し、上側バー部３０を介してこの移動を行う際、図３において線
で見られるように、例えば快適位置 IIに到達するまで、シートコンポーネント１０を前方
及び下方に伴出する。この快適位置 IIにおいて、示しているように、後シートコンポーネ
ント面が前シートコンポーネント面に関して下げられ、詳細に説明しないシートコンポー
ネント取付具によって、バータイプの支持フレームワーク１８の角点２２上の後上側可動
ジョイント１６は、背もたれが図３に示す傾斜位置に到達するように、背もたれ１２を伴
出する。このタイプの移動を行うために、背バー部３６は延伸させられ、好ましくは限定
可能な距離だけ調整部３８で減衰させられる。さらに、関連の進行方向の移動において、
調整部３８は底可動ジョイント１６回りで反時計回りで回動し、アクチュエータ２８は所
定距離だけ下可動ジョイント２２回りで時計回りで回動する。
【００２０】
この工程を続けると、リクライニング位置 III におけるシートコンポーネント１０は傾斜
位置にあり、背もたれ１２は、バータイプの支持フレームワーク１８の回動運動による前
述の案内により、シートコンポーネント１０の傾斜に追従し、シート乗員のために斜めに
延びているリクライニング面４４（図１参照）全体が得られ、シートが位置する床面に関
する当該リクライニング面４４は約１５°の角度を含み、この角度は、当該リクライニン
グ面４４がレッグレスト４６を経由して又は実際に下方へ床の方向に延伸させられる程度
である。レッグレスト４６自体は、例えば示していない対応の取付部によって同様に案内
され、リクライニング面４４を斜めに延ばすために、シートコンポーネント１０及び背も
たれ１２の移動に追従しうる。その際、底端に向いたレッグレスト４６はカーフレスト４
８を有することができ、背もたれ１２は、好ましくは、図１に示されているように、リク
ライニング又はスリーピング位置 III においてシート乗員の頭を収容しかつ支持するため
の頭受け５０と一体化している。
【００２１】
異なる位置Ｉ、 II及び III は、バータイプの支持フレームワーク１８と、駆動モータ２８
又は調整部３８の形態のトリミングモータを有する調節装置１４とについての示されたシ
ートの移動で逆にすることができる。その際、バータイプの支持フレームワーク１８とし
て本質的に四つのバー機構が適用され、支持フレームワーク１８は、特に経済的に実施す
ることができ、例えば事故などの場合、力をシートの基フレームに逸らすことができる。
示した空気式コンポーネント２８及び３８の代りに、例えば、電気モータ及び軸駆動の形
態の他の駆動手段によってモータ及びトリム機能を得ることができる。
【００２２】
　示したように、シートレベルのスリーピング又はリクライニング位置 III への下降に基
づいて、斜め下方に傾斜したシートコンポーネント１０の領域において、乗り越えるため
の高さを低くすることができ、同列の別のシートの乗員のために、必要な時に迷惑をかけ
ることなく同列でリクライニングしている人を乗り越えることができる。四つのバー機構
において微小の調節運動で、非常に広範に変化させて調節して シートを変更させるこ
とができ、かつ短い回動及び進行運動による各調節を迅速に完了することができるように
、台形の支持フレームワーク１８による運動は形成されている。特にバー部４０及び３６
を前後に単に回動させることにより、広範な調節範囲を両方向において実現することがで
きる。
【００２３】
シートの使用のための側シートコンポーネント５２（図１参照）などの他のシートコンポ
ーネントにその場で分離可能に接続されることができる、モジュール式の構成要素をシー
トコンポーネント１０、背もたれ１２及びレッグレスト４６と共に形成する調節装置１４
はさらに特に有利である。それゆえ、航空機内のコンパートメントの要領で側シートコン
ポーネント５２を配置し、例えば修繕工程で位置Ｉ～ III を保証する機能ユニットのみを
交換することができる。示しているコンパートメントは、側シートコンポーネントの場合
に多数の機能を実施することができ、さらに、多大なプライバシー保護が可能となるシー
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ト乗員用の完全独立の領域（図示せず）を確保するように形成されることができ、バーの
領域、洗濯設備などをコンパートメントに追加することも全く可能である。さらに、コン
ピュータや手帳用の特別な接続などの装置は、関連の完全独立の領域内でリクライニング
及びスリーピングのための施設を有する作業場を形成する助けとなる。特に長旅の乗員は
、このように助けられ、疲労を有効にとることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　航空機の乗員の一部が航空機乗員シートに座っており、乗員の一人は、リクラ
イニング位置でスタンディング及びリクライニングシートにおいてシートの寸法及び構成
を考えている様子を示す図である。
【図２】　シートの移動及び航空機乗員シート自体の重要な部分を示す側面図である。
【図３】　異なる位置における図２に示す航空機乗員シートを示す図である。
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【 図 ３ 】
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